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バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
雇
用
情
勢
が
悪
化
す

る
な
か
、
非
正
規
雇
用
は
増
加
傾
向
を
辿
っ

て
い
る
。
雇
用
労
働
者
全
体
に
占
め
る
割
合

は
、
二
〇
一
〇
年
時
点
で
三
四
・
四
％
ま
で

上
昇
。
正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な
い

な
ど
の
不
本
意
非
正
規
就
業
者
も
、
四
〇
〇

万
人
弱
（
推
計
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
厚
生
労
働
省
の
「
非
正

規
雇
用
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」（
座
長
＝
樋
口
美

雄
・
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
長
）
は
三
月
二

八
日
、「
望
ま
し
い
働
き
方
ビ
ジ
ョ
ン
」（
報
告

書
）
を
策
定
し
た
。「
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
大
綱
」（
二
月
一
七
日
閣
議
決
定
）や「
日

本
再
生
の
基
本
戦
略
」（
昨
年
一
二
月
二
四
日

同
）
に
基
づ
き
、
昨
年
六
月
よ
り
議
論
し
て

き
た
も
の
。
非
正
規
雇
用
問
題
に
横
断
的
に

取
り
組
む
た
め
、
同
省
と
し
て
初
め
て
必
要

な
施
策
の
方
向
性
を
理
念
整
理
し
た
。
今
後

の
非
正
規
雇
用
対
策
の
指
針
に
位
置
づ
け
る

ほ
か
、
同
省
で
は
政
労
使
の
社
会
的
合
意
を

得
な
が
ら
、
強
力
に
取
り
組
み
を
推
進
し
た

い
と
し
て
い
る
。

非
正
規
雇
用
問
題
に
対
す
る
基
本
姿
勢

　

ビ
ジ
ョ
ン
で
は
、
①
労
働
契
約
の
期
間
の

定
め
は
な
い
②
所
定
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ

ム
③
直
接
雇
用
の
雇
用
形
態
を
原
則
、「
正
規

雇
用
」
と
し
、
こ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
雇

用
形
態
を
便
宜
上
、「
非
正
規
雇
用
」（
労
働
契

約
の
期
間
の
定
め
が
あ
る
有
期
契
約
労
働
者
、

所
定
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
な
い
短
時

間
労
働
者
、
間
接
雇
用
の
派
遣
労
働
者
の
三

つ
の
角
度
か
ら
分
類
可
能
）
と
定
義
し
て
論

じ
て
い
る
。
な
お
、「
正
規
・
非
正
規
が
あ
た

か
も
企
業
内
『
身
分
』
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

て
き
た
面
も
あ
る
」
た
め
、
啓
発
等
に
よ
る

イ
メ
ー
ジ
改
善
の
必
要
性
も
指
摘
す
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
ビ
ジ
ョ
ン
は
①
雇
用
が
不

安
定
②
経
済
的
自
立
が
困
難
③
職
業
キ
ャ
リ

ア
の
形
成
が
不
充
分
④
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

が
充
分
整
備
さ
れ
て
い
な
い
⑤
ワ
ー
ク
ル
ー

ル
の
適
用
が
充
分
進
ん
で
お
ら
ず
労
働
者
の

声
も
届
き
に
く
い
―
―
と
い
っ
た
課
題
を
抱

え
る
、
非
正
規
雇
用
問
題
に
対
す
る
基
本
姿

勢
と
し
て
、「
①
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
②

直
接
雇
用
が
重
要
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
働

き
方
で
も
③
均
等
・
均
衡
待
遇
を
は
じ
め
と

す
る
公
正
な
処
遇
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要

で
、
こ
う
し
た
雇
用
を
実
現
す
る
た
め
の
環

境
を
整
備
す
べ
き
」
と
強
調
。
ま
た
、「
安
定

的
な
雇
用
で
継
続
的
な
能
力
形
成
を
図
り
、

処
遇
の
改
善
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
重

要
」
で
、「
そ
の
結
果
、
企
業
の
生
産
性
の
向

上
ひ
い
て
は
経
済
社
会
全
体
の
発
展
に
も
つ

な
が
る
好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
が
重
要
」

な
ど
と
、
非
正
規
雇
用
対
策
の
意
義
を
指
摘

し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
希
望
す
る
労
働
者
の
で
き

る
限
り
多
く
が
、「
そ
の
意
欲
と
能
力
に
応
じ

正
規
雇
用
に
移
行
で
き
る
よ
う
支
援
す
べ

き
」
と
し
、
そ
の
際
に
は
雇
用
安
定
と
処
遇

の
均
等
・
均
衡
を
前
提
に
、「『
典
型
的
な
正

規
雇
用
』
以
外
の
形
態
の
正
規
雇
用
を
視
野

に
入
れ
る
こ
と
も
一
助
」
と
す
る
。
ま
た
、

人
口
減
少
社
会
で
は
若
年
者
が
、「
非
正
規
雇

用
に
固
定
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
と
く
に

配
慮
が
必
要
」
な
た
め
、「
新
規
学
卒
者
を
含

む
若
者
の
就
職
支
援
を
充
実
・
強
化
す
べ
き
」

と
強
調
し
て
い
る
。

　

自
ら
柔
軟
な
働
き
方
を
求
め
、
現
在
の
雇

用
形
態
を
継
続
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
も
、

「
不
合
理
な
格
差
の
解
消
を
図
る
」
と
と
も

に
、「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
考
え
方
を

尊
重
し
、
個
人
の
意
思
や
努
力
で
変
え
ら
れ

な
い
属
性
等
を
理
由
と
す
る
差
別
が
生
じ
な

い
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
短
時
間
労
働
、
有
期

契
約
労
働
な
ど
非
正
規
・
正
規
雇
用
間
の
具

体
的
な
均
等
・
均
衡
策
を
検
討
す
る
こ
と
が

必
要
」
と
す
る
。

　

一
方
、
労
働
者
が
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
等
に

応
じ
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
方
を
主
体
的
に
選
択

で
き
る
よ
う
、「
社
会
全
体
で
職
業
能
力
開
発

機
会
を
確
保
し
、
継
続
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成

を
支
援
す
べ
き
」
で
、
そ
の
際
に
は
「
人
材

ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
社

会
全
体
に
通
ず
る
職
業
能
力
開
発
・
評
価
制

度
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
も
重
要
」
と
す
る
。

　

ま
た
、
長
時
間
労
働
の
是
正
や
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
な
ど
「
正
規
雇

用
の
働
き
方
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
非
正

規
雇
用
と
の
連
続
性
を
確
保
し
、『
デ
ィ
ー
セ

ン
ト
・
ワ
ー
ク
』を
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
中
心
に
総
合

的
な
就
労
支
援
体
制
を
構
築
す
る
」ほ
か「
雇

用
保
険
制
度
や
求
職
者
支
援
制
度
な
ど
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
べ
き
」
で
、「
非
正

規
雇
用
の
ま
ま
大
半
の
職
業
生
活
を
過
ご
す

者
の
生
活
を
、
社
会
全
体
で
支
え
る
方
策
も

検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
す
る
。

　

そ
の
う
え
で
、こ
う
し
た
非
正
規
雇
用
問
題

へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、「
政
労
使
の
社
会

的
合
意
を
得
な
が
ら
、
社
会
全
体
で
強
力
に

取
り
組
み
を
推
進
す
べ
き
」と
提
起
。施
策
の

具
体
的
な
方
向
性
は
、
①
若
年
の
雇
用
確
保

②
正
規
雇
用
・
無
期
雇
用
へ
の
転
換
促
進
③

中
立
的
な
税
・
社
会
保
障
制
度
の
構
築
④
公

正
処
遇
の
確
保
・
不
合
理
格
差
の
解
消
⑤
均

等
・
均
衡
待
遇
の
効
果
的
促
進
⑥
職
業
キ
ャ

リ
ア
の
形
成
支
援
⑦
雇
用
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
の
強
化
―
―
を
柱
に
整
理
し
て
い
る
。

正
規
・
非
正
規
を
超
え
る
道
筋
を

　

ビ
ジ
ョ
ン
で
は
「
非
正
規
雇
用
の
増
加
で

人
々
の
不
安
が
増
大
し
、低
い
処
遇
と
相

ま
っ
て
消
費
活
動
の
停
滞
や
デ
フ
レ
を
生
み

経
済
が
低
迷
す
る
な
ら
、
更
な
る
非
正
規
雇

用
の
増
大
を
招
く
と
い
う
悪
循
環
（
い
わ
ゆ

る
合
成
の
誤
謬
）に
陥
る
」と
の
危
機
感
を
表

明
。
正
規
・
非
正
規
雇
用
の
二
極
化
し
た
考

え
方
を
超
え
る
こ
と
で
、「
雇
用
労
働
の
『
安

定
』『
公
正
』『
多
様
性
』
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経

済
で
の
企
業
経
営
の
『
自
由
』
と
い
う
価
値

の
共
存
を
実
現
す
る
新
た
な
道
筋
を
描
く
」

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
提
言
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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労
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懇
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会
が
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定




